
南部箕蚊屋広域連合告示第２９号

令和６年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を次のとおり招集する。

令和６年８月９日

南部箕蚊屋広域連合長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和６年８月２７日（火） 午前１０時００分

２．場 所 南部町役場 法勝寺庁舎 議場

○開会日に応招した議員

河 中 博 子 大 床 桂 介

一 橋 信 介 荊 尾 芳 之

山 路 有 景 山 浩

乾 裕 真 壁 容 子

細 田 元 教 勝 部 俊 徳

○応招しなかった議員

な し
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令和６年 第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会会議録（第１日）

令和６年８月２７日（火曜日）

議事日程

令和６年８月２７日 午前１０時３０分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 議案第１３号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て＜委員会付託＞

日程第５ 議案第１４号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について＜委員会付託＞

日程第６ 議案第１５号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）＜委員会付

託＞

日程第７ 議案第１６号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）＜委員会付託＞

日程第８ 広域連合行政に対する一般質問

日程第９ 議案第１３号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第１０ 議案第１４号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第１１ 議案第１５号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）

日程第１２ 議案第１６号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）

（追加議案）

日程第１３ 発議案第１号 議会における地方行政調査について

日程第１４ 閉会中の継続調査の申し出について＜議会運営委員会＞

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名
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日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 議案第１３号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て＜委員会付託＞

日程第５ 議案第１４号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について＜委員会付託＞

日程第６ 議案第１５号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）＜委員会付

託＞

日程第７ 議案第１６号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）＜委員会付託＞

日程第８ 広域連合行政に対する一般質問

日程第９ 議案第１３号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第１０ 議案第１４号 令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について

日程第１１ 議案第１５号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）

日程第１２ 議案第１６号 令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）

（追加議案）

日程第１３ 発議案第１号 議会における地方行政調査について

日程第１４ 閉会中の継続調査の申し出について＜議会運営委員会＞

出席議員（１０名）

１番 河 中 博 子 ２番 大 床 桂 介

３番 一 橋 信 介 ４番 荊 尾 芳 之

５番 山 路 有 ６番 景 山 浩

７番 乾 裕 ８番 真 壁 容 子

９番 細 田 元 教 １０番 勝 部 俊 徳

欠席議員（なし）
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欠 員（なし）

職務のため出席した者の職氏名

書記長 田 子 勝 利 書記 爲 國 沙 耶

書記 山 本 佳 奈

説明のため出席した者の職氏名

広域連合長 陶 山 清 孝 副広域連合長 森 安 保

副広域連合長 中 田 達 彦 事務局長 吾 郷 あきこ

事務局次長 安 達 広 典 監査委員 坂 口 正 治

午前１０時３０分開会

○議長（勝部 俊徳君） それでは、皆さん、おはようございます。

ただいまより会議を開きます。

ただいまの出席議員は１０人でございます。地方自治法第１１３条の規定により、定足数に達

しておりますので、令和６年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

９番、細田元教議員、１番、河中博子議員、以上２名でございます。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（勝部 俊徳君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日間と決定いたしまし

た。
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・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（勝部 俊徳君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 議案第１３号 から 日程第７ 議案第１６号

○議長（勝部 俊徳君） お諮りいたします。日程第４、議案第１３号、令和５年度南部箕蚊屋広

域連合一般会計歳入歳出決算の認定についてから日程第７、議案第１６号、令和６年度南部箕蚊

屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１号）までを一括して説明を受けたいと思います。

これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、日程第４、議案第１３号から日程第７、

議案第１６号までを一括して説明を受けます。

提案理由の説明を求めます。

陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） それでは、議案の説明を行います。議案第１３号、令和５年度南

部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定についてでございます。地方自治法第２９２条に

おいて準用する同法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

続いて、議案第１４号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてでございます。地方自治法第２９２条において準用する同法第２３３条第３項の規

定により、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の

意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算及び令

和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまして、決算審査の意見

書が提出されておりますので、審査の結果につきまして、監査委員の報告を求めます。

坂口代表監査委員、よろしくお願いいたします。

○監査委員（坂口 正治君） おはようございます。監査委員の坂口でございます。令和５年度南

部箕蚊屋広域連合歳入歳出決算の審査報告を行います。お手元の審査意見書、これを基に御報告

いたしますので、そちらを御覧ください。
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まずは、１ページの第１、審査の概要についてです。１、審査の期間及び場所、期間、令和６

年７月１８日、場所、南部町役場監査委員室、河中監査委員と私で監査を実施させていただきま

した。２、審査の対象、１、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算及び関係諸帳

簿、２、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算及び関係諸帳簿、３、

審査の概要についてです。令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計、介護保険事業特別会計の歳

入歳出決算書、証拠書類及び地方自治法施行令第１６６条第２項に定める書類の審査に当たって

は、１、決算の計数は、正確で誤りはないか、２、予算の執行は、関係法令及び議決の趣旨を尊

重し、効率的かつ的確になされているか、３、収入・支出の事務は、諸法規に準拠し、適正に執

行されているか、４、財産の取得管理及び処分は、適正に執行されているかなどの諸点について、

関係諸帳簿及び証拠書類の照合精査をするとともに、関係書類の提出を求め、事務局の説明を聴

取し慎重に実施いたしました。４、審査のため説明を受けた部局は、南部箕蚊屋広域連合事務局

でございます。

次に、第２についてです。審査結果について御報告いたします。１、審査計数の状況、審査に

付された令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計及び介護保険事業特別会計の歳入歳出決算書に

ついては、計数は正確で誤りは認められず、関係諸帳簿及び証拠書類と合致してると認めました。

また、予算の執行は適切であり、収入・支出財産管理の事務は適正に行われていることを認めま

した。

次に、２ページを御覧ください。２の決算概要については、事務局より御説明がありますので

省略いたします。

３ページを御覧ください。第３の監査意見についてでございます。令和５年度は、第８期介護

保険事業計画の最終年度でした。介護保険の運営状況では、保険料収入額は、事業計画値に対し

て１０⒉２％、介護給付費の支出額は、事業計画値に対して９⒊５％でした。コロナ禍で大きく

落ち込んだサービス利用は、その後回復傾向が見られており、おおむね計画どおりの実績になっ

たと考えております。保険料の収納状況については、現年度分の収納率は前年度と同程度であり

ましたが、滞納繰越分の収納率は若干上がっています。保険料収納の確保は、制度運営及び公平

性の観点からも非常に重要であり、引き続き構成町村と連携を図りながら、収納率向上に努めて

いただきたいと思っています。

令和６年度を初年度とする第９期計画では、第８期までに行った準備基金の積立てを取り崩す

ことにより、保険料の抑制が図られています。高齢者人口は既にピークを迎えていますが、団塊

世代が、やがて後期高齢者となることで、介護の需要はますます高まっていくことが見込まれて
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いることから、構成町村及び関係機関との連携強化を図り、適正な介護保険の運営に努めていた

だきたいと思っております。以上でございます。

○議長（勝部 俊徳君） 以上で監査報告は終わります。

それでは、引き続き、議案第１５号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１

号）及び議案第１６号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）の御説明を求めます。

陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） それでは、続きまして、議案第１５号、令和６年度南部箕蚊屋広

域連合一般会計補正予算（第１号）でございます。

令和６年度南部箕蚊屋広域連合の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８８万

０００円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ５億７８８万０００円とする

ものでございます。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。

続いて、議案第１６号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。令和６年度南部箕蚊屋広域連合の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億７万００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３億７万０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。

詳細にわたりましては、事務局のほうから説明をいたします。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。そうしますと、議案第１３号、令和５年度

南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算について御説明をいたします。

まず、一般会計決算書の１５ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額５億３２３万９１４円、歳出総額５億９１７万２００円、歳入歳出差引き額４

０５万７１４円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は４０５万７

１４円でございます。
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続きまして、歳入を御説明いたします。１ページ、２ページをお開きください。１款分担金及

び負担金、収入済額４億５０２万０００円、これは構成町村からの負担金収入でございます。

２款国庫支出金、収入済額４１３万０５０円、これは低所得者の保険料軽減に係る負担金及

び介護保険システム改修に係る補助金でございます。３款県支出金、収入済額８０８万５２５円、

主なものは低所得者の保険料軽減に係る負担金、権限移譲事務に係る交付金でございます。４款

繰入金、収入済額１３０万３４９円、これは過年度分の町村負担金の返還に充てるための介

護保険事業特別会計からの繰入金でございます。５款繰越金、収入済額２９５万７９０円、前

年度の繰越金でございます。６款諸収入、収入済額１７３万２００円、主なものは介護予防

サービス計画作成料収入でございます。歳入合計といたしまして、予算額５億３８２万円に対

し、収入済額５億３２３万９１４円でございます。

次に、歳出を御説明いたします。３ページ、４ページをお開きください。１款議会費、支出済

額４６万１５５円、２款総務費、支出済額９８２万５００円、主なものは町村派遣職員給

与費負担金、電算システムの保守及び改修に係る委託料、町村負担金の過年度分返還金でござい

ます。３款民生費、支出済額４億８８８万５４５円、主なものは介護保険事業特別会計への

繰出金、介護予防サービス計画の作成委託料、地域包括支援センター職員の給与費負担金でござ

います。４款予備費の支出はございません。歳出合計といたしまして、予算額５億３８２万円

に対し、支出済額５億９１７万２００円、不用額は４６４万８００円でございます。

続きまして、１６ページをお開きください。財産に関する調書でございます。１、公有財産に

該当するものはございません。２、物品につきましては、取得価格１０万円以上の備品を計上し

ておりますが、今年度中の増減はございません。３、債権につきましては該当するものはござい

ません。４、基金につきましては、介護保険介護給付費準備基金が、前年度末現在高１億７９

９万２８２円、積立額９６２万０８９円、取崩し額ゼロ円、年度末現在高は２億７６２

万３７１円でございます。

以上、一般会計でございます。

続きまして、議案第１４号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決

算について御説明をいたします。

まず、介護保険事業特別会計決算書の２３ページをお開きください。実質収支に関する調書で

ございます。歳入総額３４億００７万３３６円、歳出総額３２億９９９万３７６円、歳入

歳出差引き額２億７万９６０円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額

は２億７万９６０円でございます。
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続きまして、歳入を御説明いたします。お戻りいただいて、１ページ、２ページをお開きくだ

さい。１款保険料、収入済額６億３４４万６８０円、不納欠損額１２９万３００円、収入

未済額５２４万３４０円でございます。２款使用料及び手数料、収入済額４万４８０円、こ

れは保険料の督促手数料でございます。３款国庫支出金、収入済額７億６５７万２８１円、

これは主に介護給付費及び地域支援事業費に係る負担金及び補助金でございます。４款支払基金

交付金、収入済額８億２５５万０００円、これは介護給付費及び地域支援事業費に係る第２

号被保険者負担分の交付金でございます。５款県支出金、収入済額４億７５３万１８１円、

これは介護給付費及び地域支援事業費に係る負担金及び補助金でございます。６款繰入金、収入

済額４億４７６万７００円、これは介護給付費、地域支援事業費、事務費及び低所得者保険

料負担軽減に係る一般会計からの繰入金でございます。７款諸収入、収入済額２９万３４８円、

これは高額介護サービス費等の返納金でございます。８款繰越金、収入済額３億４８５万５７

７円、前年度の繰越金でございます。９款財産収入、収入済額１万０８９円、これは介護保険

介護給付費準備基金の預金利子でございます。歳入合計といたしまして、予算額３４億５８１

万円に対し、収入済額３４億００７万３３６円でございます。

続きまして、歳出を御説明いたします。３ページ、４ページをお開きください。１款総務費、

支出済額６３０万２７５円、主なものは要介護認定に係る審査会負担金、主治医意見書作成

料でございます。２款保険給付費、支出済額２８億７００万２５２円、これは介護保険の給付

に係る費用でございます。３款地域支援事業費、支出済額８３８万４２０円、これは地域支援

事業の実施に係る費用でございます。４款保健福祉事業費、支出済額３９１万０００円、これ

は保健福祉事業の実施に係る費用でございます。５款基金積立金、支出済額９６２万０８９

円、これは介護保険介護給付費準備基金の積立てでございます。６款公債費の支出はございませ

ん。７款諸支出金、支出済額１億４７６万３４０円、主なものは過年度分の国県支出金の返

還金及び町村負担金の返還に伴う一般会計への繰出金でございます。８款予備費の支出はござい

ません。歳出合計といたしまして、予算額３４億５８１万円に対し、支出済額３２億９９９万

３７６円、不用額は２億５８１万６２４円でございます。

以上で特別会計の説明を終わります。

続きまして、議案第１５号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）につ

いて御説明いたします。

それではまず、歳入から御説明いたします。補正予算書の４ページをお開きください。３款県

支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金でございます。０００円を増額し、４２万００
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０円とするものです。これは過年度分の介護保険事業補助金でございます。４款繰入金、１項特

別会計繰入金、１目介護保険事業特別会計繰入金でございます。８８２万０００円を増額し、

８８２万０００円とするものです。これは前年度実績に伴う町村負担金の返還金に充てるた

めの介護保険事業特別会計からの繰入金でございます。５款繰越金でございます。４０５万０

００円を増額し、４０５万０００円とするものです。これは前年度の繰越金でございます。

次に、歳出を御説明いたします。５ページを御覧ください。２款総務費、１項総務管理費、１

目一般管理費でございます。２４８万０００円を増額し、３７０万０００円とするもの

でございます。これは過年度分の介護保険システム改修補助金及び町村負担金の返還金の増額で

ございます。３款民生費、１項社会福祉費、１目高齢者福祉費でございます。２９万０００円

を増額し、４億１５６万０００円とするものです。これは過年度分の低所得者保険料軽減負

担金の返納金の増額でございます。４款予備費でございます。９万０００円を増額し、８９万

０００円とするものです。これは歳入歳出の差額調整による増額でございます。

以上が一般会計でございます。

続きまして、議案第１６号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について御説明をいたします。

まず、歳入から御説明いたします。補正予算書の４ページをお開きください。８款繰越金でご

ざいます。２億７万０００円を増額し、２億７万０００円とするものでございます。これは

前年度の繰越金でございます。

次に、歳出を御説明いたします。５ページを御覧ください。５款基金積立金、１項基金積立金、

１目介護給付費準備基金積立金でございます。２００万０００円を増額し、２０１万０

００円とするものでございます。これは前年度実績に伴う保険料余剰分の積立てでございます。

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金でございます。９２４万０００円を

増額し、９２４万０００円とするものでございます。これは前年度実績に伴う国、支払基金、

県への返還金でございます。７款諸支出金、２項繰出金、１目一般会計繰出金でございます。

８８２万０００円を増額し、８８２万０００円とするものです。これは前年度実績に伴う

町村負担金の返還金に充てるための一般会計への繰出金でございます。

以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、提案説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

なお、執行部より説明いただきました議案につきましては、この後、総務民生常任委員会に付
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託をいたしますので、総括的な質疑のみを行い、個別的な質疑につきましては、総務民生常任委

員会で行っていただきますようにお願い申し上げます。御発言のある方は挙手の上、御発言くだ

さい。

それでは、次に、議案第１３号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定

につきまして、総括的な質疑はございませんか。挙手の上、御発言ください。

〔質疑なし〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、質疑はなしと認め、質疑は終結いたします。

それでは、続きまして、議案第１４号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定につきまして、総括的な御質疑はございませんか。

真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 第１４号の令和５年度の介護保険事業特別会計の決算について質

問があります。

第１点目は、いわゆる基金の問題です。これは質問として使うのは、議案第１３号の財産に関

する調書のところで、議案第１３号の１６ページに、基金が今回、年度末の現在高が２億７６

２万３７１円、基金として残るということが出てきています。このこともあって、令和５年度の

それまで決算状況見ながら、次期の第９期の保険料を決めてきた、これは監査の意見でも述べら

れているように、８期中の基金ですね、これが思っていたより残ってきたわけですよね。これは

全国的な共通ですね。このことによって、この広域連合では、年間の介護保険料が平均として第

８期６万５００円だったのが、第９期には６万５００円と、年間で約１００円ぐらいの保

険料を下げることができたということになるんですが、ここで、介護保険が高いという被保険者

からの意見、それと、認定率の問題からして、２０％にも満たない方々が利用してる介護保険料

では、非常に使っていない方々等も、幾ら保険とはいえ、高過ぎるという意見があるんですけれ

ども、今回の第９期については、コロナ等の問題があって、いわゆる基金もあったんですけれど

も、この９期全体を見ていきながら、次、１０期ですね、厚生労働省は、１０期から１１期にか

けて約０００円ぐらいなるのではないかと予想もしていたわけですよね。そういうことを考え

たときに、連合長は、この介護保険料が今の住民生活から見たらどれぐらいが適切で、今後です

ね、このようなコロナ禍で今回は基金として残ってきたんですけれども、今回、基金取り潰しな

がらやるわけですよね。そういうふうについていえば、この継続のある持続性のある介護保険と

よく言うんですけれども、第９期以降ですね、第１０期等についての見通しっていうのは、どん

なふうに考えてるのかっていうのをひとつお聞きしておきたいというのが１点です。今回の２億
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幾ら基金が残ってきたことについて、まず１点目。

それで、２点目は、これは資料第１、介護保険の運営状況についての資料からの連合長への質

問です。資料１の４ページにある⑹要介護（要支援）認定者構成割合の比較、これと、次の、⑺

要介護（要支援）認定率の比較、これについて質問します。

まず、４ページの上の要介護認定者構成割合の比較、これは、広域連合と鳥取県と全国の分に

ついて、要支援１から要介護５までの７段階の構成割合を比較しています。広域連合は、鳥取県

と全国的に見た場合、要支援１、要支援２、いわゆる比較的軽いところが全体に見たら低くって、

要介護の５が、ほかの鳥取県、全国の割合よりも多くなってるということが出てきています。こ

れを連合長、どんなふうに見ますか。地域共生で助け合っていく、早期から要支援、最初の段階

から助け合いながら介護を重度になるのを防いでいくのだっていうんですけども、全体の割合か

ら見たら、鳥取県の全体から見ても、要支援１、２が低いわけですよね。これについて、連合長

はどういうふうに考えているかっていうのをお聞かせいただきたい。

次の２つ目の、資料での２つ目は、次、⑺の要支援の認定率の比較です。この表は、各町村の

社協の事務局にも何か置いてあるそうでですね、住民の中でこれが結構評判になってるんですよ。

よく聞かれるのは、広域連合は、認定率が一番低い。お隣の日南町から比べたら、図がこういう

ふうに見たら、すごく差があるように見えますからね。出るんですけれども、広域連合では、こ

の認定率が低いというのは、住民がいわゆる介護予防が進んでいて、認定する人が少なくなって

いるのか、それとも、門前払いという言い方は不的確かもしれませんが、何らかの理由でこうい

うふうに低くなっているのは、利用しにくくなっているのか、どっちなんだっていうことをよく

聞かれるんですけども、これについて、連合長は連合内での介護予防の取組から、この数字って

いうのをどのように解釈するかというのをお聞きしたいというのが２つ目です。

それと、３つ目には、滞納の問題です。どこかといえば、南部町７０人のうち４０人が広域連

合内での南部町が滞納が多いというのが出てきています。これは先ほどの全協の中では、この違

いということについて、連合長どう捉えているかって聞いたんですけれども、その続きとして、

この介護保険の普通徴収での滞納が出た場合、いわゆるペナルティーですよね、利用する際に１

０割負担とか、負担増になるケースが出てきています。そういうふうに制度はなっています。広

域連合内では、このような滞納者について具体的にサービスが停止、ないしは基準よりも多くの

サービス料を取っているという例はあったのかという点ですね。この点も本会議の中で明らかに

してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。
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○広域連合長（陶山 清孝君） それでは、私のほうからは、基金の見通しについての御質問いた

だきましたので、基金の見通し、または国が言ってます第１０期等、これからの将来推計につい

て、連合長としてどう思ってるのかといったことを私の所見を申し上げたいと思っています。広

域連合の、いわゆるパイを大きくすることによって介護保険料を落とし、有効な効率的な介護保

険事業をしていくんだといったことは、これまでも何回も皆さんと共有したことだろうと思って

ます。そういうことが、この広域連合の中で実態として生まれてきてると思っています。今期の

９期から１０期を予測するのは非常に難しいですけれども、ただ、明らかに言えることは、団塊

の世代が、これからいよいよ介護保険のサービスの受給者になるといったことだろうと思ってま

す。したがいまして、今言えますことは、国の言ってるとおり、非常に今後は厳しい状況は生ま

れてくるだろうと。その中で、さらに広域連合として共同運営をすることによる利益はきっと出

てくるだろうと、またそういうことになるような介護保険の運営をしなければならないと、この

ように思っています。

それから、次に、認定率の御質問についていただきました。要介護５が、県や、それから国に

対して多いのではないかと、この辺りのところは、詳細については、私どもはここの調査がどう

なのかっていうことは分かりませんけれども、やはり地域性であったり、それから全体の人数の

構成率の違いだろうと、このように思っています。特段この広域連合の中で認定率５が高いとい

ったことについての所見は持っておりません。

もう１点、介護の認定率が低いといったことです。これについても度々御質問いただいてます

けども、各構成町村が一番努力しています介護予防の効果といったものが、私はここでしっかり

と出てると、このように認識しておるところでございます。

３点目の普通徴収に対する実態につきましては、事務局のほうから御説明いたします。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） ７０人の具体的な内訳というのは委員会のほうでお答えをさせてい

ただきたいと思っておりますので、給付制限が実際にかかっている人が何人あるかということに

ついてお答えをしたいと思います。

現在のところ、給付制限で３割負担になっておられる方がお一人ございます。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 連合長が、先ほどの第８期の基金の状況を見て、どういうふうに

次の見通すかっていうところで、パイが大きければいいっていうふうにおっしゃった、広域連合

のよさが出てきているのではないかなっておっしゃったんですけども、私、どこがよさが出てい
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るかっていうのよく分からんですけども、基金が多くためてきたことが広域連合のよさですか。

全国的には、広域連合組んでいなくっても、コロナ等で介護保険の利用が減って、いわゆる基金

がたまってきたっていう状況あるんですよね。だから、厚生労働省が予想してきたことと、ちょ

っと反して、いい意味ですけれども、全国的には介護保険料がそう上がらなかった現状っていう

のがあるわけで、この広域連合も下げてきたわけですよね。でも、これがコロナで使わなかった

からだって言ったら、保険料をもらいながら利用が控えたほうが次の保険料は安くなるんですよ

っていうメッセージにもなりかねんわけですよね。

そこで聞いてるんですけれども、今、六千幾らです。それが０００円、０００円等になっ

てきたときに、非常に住民から見ても、これ以上耐えられない介護保険の保険料だっていう指摘

に対して、何らかの対応が要るのではないかっていうふうに思っています。それについて、この

広域で組んでるからいいからではなくって、保険料がこれ以上上がらないような取組っていうこ

とをしていくべきではないかと、実際にコロナのような状況とか、利用控えがなかったら確実に

上がっていくんですよ。その点について、高齢者の人口増減も含めて、どんなふうに考えていく

かっていうことを、どう考えているのですかっていう点です。

それで、２つ目の問題ですよね。認定率の問題は、先ほどの分については、第５段階が多いの

はよく分からないとおっしゃったんですけども、連合長、この４ページの⑺を見て、広域連合が

例えば日南町なんか２⒍３％なんですよ。広域連合が１⒎９％、見てもらったら分かりますが、

日南町は２⒍３％で、利用料も結構、日南町は１人当たりが２万３９９円に対して、広域連合、

２万６０２円なんです。その中で介護保険料が広域連合より安いんですよ。認定率は高い、１

人当たりの費用額は高い、ところが基準額は保険料は低い、これ日南町の状況です。これから比

べて、広域連合でいえば、１人当たりの利用料もほかよりも少ないけれども認定率も低い、そう

いう状況なんです。であれば、連合長が、これが各町村の取組で、これぐらいの認定率が低いと

いうのであれば、これ、全国から視察に来ますよ。そういうところがあるのであれば、もっと数

字を出してしっかりと介護保険を使ってる方々や保険料を負担している方々や、介護予防をして

る方々に広く知らせていかないといけないんではないですか。その辺なんですよ、その辺をどう

考えているのか。もしかしたら、介護予防や要介護支援の１、２のところで、なかなか利用控え

が起きているのではないか、こういう数字も見てとれんことはないんです。なぜかというと、鳥

取県は全国より低いんですからね。その点についてどのようにお考えなのか。もしそれが町村の

取組が他町よりも優れているというのであれば、そこをしっかりとＰＲするような材料を示して

いただきたい。これについてはどうなんでしょうか。
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○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。まず最初に、先ほど、後で質問いただきました認定

率のことですけれども、認定率と、さらには、私は、この認定率というのは、やはり年齢であっ

たり、非常に大きなファクターというのは、そういうとこにあるんじゃないかと思ってます。い

わゆる９０歳以上人口になったときに、一気に９０から９５だったですか、６５％ぐらいに上が

る。こういったところの比率というものが多いところは、やはり介護の認定率が高くなると思っ

てます。費用については、やはり施設介護といったことが大きな費用のファクターになるんじゃ

ないかなと思ってます。そういうことから考えて、私も、この２町１村でやってる介護事業とい

ったものは、非常にいい構成要素を持ってるんじゃないかと思ってます。施設介護も一定充実し

てますし、在宅に対する介護、それから介護予防、こういったものは、私は胸が張れるものがあ

るという具合に思っているとこでございます。そういったものが数値として出すとこういったも

のになるんであって、これを単純に介護の認定率が低いのはけしからんだとか、おかしいではな

いかといったことには当たらないと、このように思っています。

それから、一番最初に言われました介護保険の負担については、これはやはり、私どもも非常

に懸念をしています。これから先々の、先ほども申し上げましたように、これから多くのサービ

スが必要となる時代を迎えるわけで、さらには、それを支える年代というものは少なくなってく

る状況を生みます。したがって、今までの仕掛けだけでは、介護保険自体が維持できないのでは

ないかと、こういう懸念も多く言われているところです。これにつきましては、やはり、この広

域連合だけで解決できるものではありませんので、全国で首長等が、国に対して物を申していく

と、こういう機会を通じながら、これからも申し上げていきたいと、このように思っています。

私からは以上です。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） １点、認定率の問題です。連合長、私は、単純に広域連合の１⒎

９％が低いのはいけないと言ってるん違うんです。お言葉返せば、単純に、介護予防の効果がで

きているという答弁についてはいかがかと言ってるんですよ。確かにそれはいいことであるので、

いいことであるのであれば、もう少し分析して、平均よりも認定率が低くなっている状況を、プ

ラス面があるのであれば、それを積極的に出してくるべきではないかという質問をしてるわけな

んですよ。だから、そういう意味でいえば出すほうが、単純な批判で言うのではなくって、あな

た方がきっちりとこれ出してきていただきたいということを言うてるわけですよ。学ぶべき点が

たくさんあるのであれば学んでいかないといけないしというところで、これをきちっと広域連合
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の１⒎９％をどう見るかということについての分析等をしていくべきではないかという点で、ど

うでしょうか。この中見たら、日吉津村が１６％台なんですよ。それは分かりますよね。年も若

いこともあるしね、ただ、人口比率から見たら、そんなに大きいこと占めないので、それだけで

は説明できない数字ではないかというふうに私は思っているんです。実際、下に書いてあるよう

に、前年度に比べたら認定者総数も減ってきてるわけですよね。これ、人口減の中で起こってい

るのか、それとも、この減ってきてるというのが、取組が、どの取組をして減ってきたのかって

いうことは、これはやっぱりつかむ必要があるのではないかと思うんで、そのためにやってるん

ですから。どうです、その分析等をしていただきたいと思うんですが、いかがですか。

○広域連合長（陶山 清孝君） 休憩してもらっていいですか。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、暫時休憩いたします。この場で少々お待ちください。

午前１１時１８分休憩

午前１１時１９分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、再開いたします。

陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。結論から言いますと、この原因を究明するのは非常

に難しいだろうと思います。いわゆるサービスを受給するときに申請するというのは本来の姿で

すけれども、私の聞いているところでも、早めに認定受けといて、いざといったときにそれを使

えるようにするために早めの認定がいいんだと。先ほど私が申し上げましたように、この２町１

村の構成の中には、多様なサービスが存在する、県内でも非常に恵まれたところだと思っていま

す。そういうことがいいほうに、そんな早く認定を受けなくても、ちゃんと受けられるよってい

う環境がそういうことを左右してるのか、または、先ほど言ったように、間違いなく介護予防の

効果は出ています。これはいろいろなところで客観的な数字を出すっていうようなことは非常に

難しい要素ですけれども、これは出てるという具合に考えています。今、私が申し上げれますの

は、これを証明するようなことが、膨大な労力をかけながらすれば何かあるかもしれませんけど、

これからもそういうエビデンスを探すような方式があるかどうかということにつきましては、事

務局のほうで継続して調査をさせます。現実には今はそういうものがないということを聞いてお

ります。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、以上で、真壁議員の質疑は終結いたします。

それでは、ほかに御質疑のある方は挙手の上、御発言ください。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、ほかに質疑はなしと認め、以上をもって議案第１４号に関す

る質疑は終結いたします。

続きまして、議案第１５号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）につ

きまして、総括的な質疑を求めます。ございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、質疑はなしと認め、質疑は終結いたします。

次に、議案第１６号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１

号）につきまして、総括的な質疑を求めます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） それでは、質疑なしと認め、質疑は終結いたします。

お諮りいたします。議案第１３号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算認定

についてから議案第１６号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）につきまして、会議規則第３９条第１項の規定により、お手元に配付しております議案付

託表のとおり、総務民生常任委員会に付託いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、以上の議案につきましては、総務民生

常任委員会に付託いたします。

それでは、本会議は暫時休憩いたします。

午前１１時２２分休憩

午後 ２時０１分再開

○議長（勝部 俊徳君） それでは、本会議を再開いたします。

・ ・

日程第８ 広域連合行政に対する一般質問

○議長（勝部 俊徳君） 日程第８、広域連合行政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

なお、議員の質問時間と執行部の答弁を合わせた時間が１時間である総合時間制といたしてお

りますので、厳守のほど、よろしくお願い申し上げます。

それでは、一般質問を行います。８番、真壁容子議員。
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真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） ただいまより一般質問いたします。答弁をよろしくお願いいたし

ます。

今回は４点についてです。高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して自分らしく生活でき

る地域づくり、これは、第９期南部箕蚊屋広域連合介護保険事業計画の基本目標です。基本方針

として、地域包括ケアシステムの深化、介護予防と健康づくりの推進、３点目、認知症施策の推

進、４点目、個人の尊厳の保持、こういうような目標と方針を持って介護保険事業が進んでいま

す。

例えば今回出てきた第９期の保険料の基準額は、年間６万５００円、月６３０円という金

額です。認定率は１⒎９％から１８％、対象の総人口は２万３３６人のうち１７４人が１号

被保険者、３⒎７％を占めます。このような方々から年間広域連合内で６億０００万円という

お金が保険料として徴収されているわけです。１年間の事業額として約３４億円、これを使って

介護保険の事業が展開されています。第１期に始まった２０００年の介護保険の始まりのときに

は、介護の社会化として期待もされ、歓迎されてきました。今回、第９期ですが、第５期に初め

て地域包括ケアの推進という言葉が出てきました。これは言い方がいろいろあるとは思いますが、

それまでの医療費の中から介護系のサービス等を介護保険に削ることによって、医療費の相当額

が国の中で削減されてきたという現実があります。第５期からの地域包括ケアをうたっている。

言葉は非常にいいのですが、中身について言えば、できるだけ在宅、居宅で介護を進めていく、

この方針には変わらないというふうに私は受け止めています。これらの中で介護保険については、

住民の中から非常に高いという声が出てきています。私は、介護保険が、このように住民からし

っかりと保険料を徴収し、事業展開していく以上は、法律上に基づいた責任ある仕事をしていた

だきたいと、今回４点について質問いたします。

まず、第１点目は、サービス提供基盤の整備を問います。会見地区では、デイサービスが閉鎖

されたことが住民に大きな影響を与えています。私どもが議会報告に出かけましても、まず、出

てくるのが、会見地区にどうしてデイサービスをなくしたのかという問いです。広域連合では、

この連合内のサービスの供給量、提供量をどのように考えているのでしょうか。その点から、今

回、会見地区のデイサービスが閉鎖された理由とその影響をどのように考えているのかというこ

とを改めて広域連合の議会でお聞きしたいと思います。サービス提供基盤の整備の考えを問いた

いと思います。

まず、２点目、低所得者の負担軽減をどう図るか。所得段階別の要介護者認定者と受給者数、
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特定入所者の利用者負担段階別割合から広域連合の受給状況をどう見るか、連合長に問います。

これについては、資料が配付されておりますので、その資料の数字等を見ながら、連合長の見解

をお聞きしたいと思います。

第３点目、老人福祉法と介護保険法についての認識を問いたいと思います。これは、介護保険

を進めている介護保険者として、老人福祉法と介護保険法の関連をどう考えているかということ

を連合長にお聞きしたいと思うんです。広域連合の中では、広域連合は介護保険の事業を行うも

のであって、老人福祉全般に責任を持つことではないということは重々承知しておりますが、老

人福祉法と介護保険法については、多分に不可欠な関連性があると私は考えています。介護保険

だけで老人福祉が全部語れるものではありません。広域連合で介護保険を運営していく点から、

老人福祉法についてどのように考えているかということを連合長にお聞きしたいと思います。

次、４点目、介護保険制度の見直しを国に求めます。大阪の社保協というところが、数年前に、

２０２５年、介護保険は使えなくなる、こういう本を出して一世を風靡しました。２０２５年か

ら始まる、要は、団塊の世代の今後１０年間をめぐったときに、介護保険料は保険料が高くなり、

サービスが行き届かない、こういう現状を憂いて出されたものだというふうに理解しています。

今回、第９期は、第８期のコロナ禍の中での、いわゆる給付減、この影響で基金が残り、それ

を全て９期につぎ込むことによって介護保険料の若干の引下げを住民に示すことができています

が、今後のどういうふうになるかということは予測はついていません。私は、介護保険料利用料

負担を今後どう考えていくのかということを改めて連合長にお聞きしたいと思います。

そこから、政府に対し、介護保険制度に国費の投入増を求めることについて、どう考えるか問

いたいと思います。

介護保険については、医療保険と比べて、いつでも誰でも使えるのではなく、申請をし、いわ

ゆる認定されなければ使えないというハードルがあります。もう一つには、限度額もあります。

そういうところを見て、なかなか使いにくい介護保険だということも利用者から言われている点

です。抜本的な制度の見直しを政府に求めていくことについて、連合長の考えをお聞きし、最初

の質問としたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長、答弁。

○広域連合長（陶山 清孝君） それでは、答弁をいたします。真壁議員から御質問を頂戴いたし

ました。まず、会見地区のデイサービスが閉鎖された理由ですが、運営法人が出された届出書に

は、廃止の理由としまして、利用者の減少、稼働率の低下による経営の合理化と記載されており、

届出の際に、事業者からもそのように伺っております。
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廃止の影響ですが、通所介護は、利用者の住所地に縛られるサービスではないため、近隣市町

村に所在する事業者で、御本人のニーズに合致したサービスを提供している事業者を利用するこ

とが可能となっていますので、移動距離が長くなるという御不便はこれまで以上にはあるだろう

とは思いますが、大きな影響はないものと認識しております。

次に、連合内のサービス供給量、サービス提供量を求めるとのことですが、令和６年６月、審

査分の通所介護の利用実績についてお答えしたいと思います。

通所介護の利用実績としては、２４事業所、件数は２７６件、給付費は３９２万７８０円と

なっており、そのうち管内の事業所は６事業所、件数は２２４件、給付費は００６万８９５

円、管内の事業所が全体に占める割合としては、件数は８⒈２％、給付費は８⒊９％となってい

ます。

サービスの提供基盤の整備の考えを問うとのことでございますが、南部箕蚊屋広域連合広域計

画の中に、介護保険サービス提供基盤の整備については、広域連合の介護保険事業計画に基づき、

関係町村と連携して行いますと記載しています。介護保険事業計画を策定する際には、管内の事

業者に対し、新たなサービスを整備する意向があるか、アンケートを行うこととしております。

そのアンケートで整備の意向を示された場合には、サービス量の増加が見込まれるため、計画に

反映させるとともに、構成町村と情報を共有し、利用可能な補助事業があれば、事業者に対して

構成町村が補助を行うこととしており、この一連の流れが広域計画に記載されているサービス提

供基盤の整備ということでございます。

次に、所得段階別の介護認定者と受給者数、特定入所の利用者負担段階別割合から、広域連合

の受給状況をどう見るか問うという御質問でございます。

本日お配りしております参考資料のうち、１、所得段階別の介護認定者と受給者数を見ますと、

第１段階から第５段階という、住民税本人非課税の層で認定率が高い傾向が見てとれます。これ

は、要介護認定を受けることによって、控除額が大きくなり、住民税非課税となる場合があるこ

と、特養入所者を含む高齢者単独世帯及び高齢者夫婦世帯がこの層に多くおられることなどが原

因と考えられます。また、認定者数のうち、令和６年５月にサービスを受給された実人数の割合

を受給率として記載しておりますが、例えば入院中であったり、住宅改修や福祉用具購入のため

に認定を受けたが、継続的なサービスが必要ない方があったり、それぞれの事情により、このよ

うな受給率になっていると考えております。

続いて、２、特定入所者の利用者負担段階別割合から受給状況をどう見るかという御質問です

が、特定入所者介護サービス費、いわゆる負担限度額認定は、世帯全員が住民税非課税の世帯の
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方が対象で、所得等の要件と預貯金等の額の要件を勘案して、第１段階から第３段階２までの４

つの段階に分類し、食費や居住費の負担限度額を決定するものです。今回、お示ししている表は、

令和６年５月の施設サービス利用者のうち、負担限度額認定を受けておられる人数とその割合を

記載しているものです。施設累計ごとの入所者数、利用者負担段階別の認定者数は記載のとおり

となっておりますが、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設については、入所により

施設に住所を移されることから単独世帯となり、住民税非課税となる場合が多いため、入所者に

占める認定者の割合が高くなっていると考えております。

次に、広域連合は、各町村の老人福祉計画をどのように位置づけているのか、各町村の現状も

含めての御質問でございます。

南部箕蚊屋広域連合の介護保険事業計画では、第１章で、計画策定に当たってと題し、計画策

定の趣旨や基本目標、基本方針、計画の位置づけ、計画期間や計画の進行管理、日常圏域の設定

などについて触れています。介護保険事業計画は、国の基本方針等を踏まえた上で、老人福祉計

画と一体のものとして作成され、医療計画、地域福祉計画、障害福祉計画等の保険、医療、福祉

の計画、地域防災計画等との調和が保たれているものとすることとされていますが、介護保険に

ついては、保険者が本広域連合であることから、介護保険事業計画は、本広域連合が策定をして

おります。策定に当たっては、構成町村と複数回にわたって協議を行い、広域連合で実施する事

業を明確にすることで、構成町村において作成される高齢者全般にわたる計画との整合性を図っ

ております。

構成町村の現状ですが、伯耆町は高齢者福祉計画、日吉津村は高齢者健康福祉計画、南部町は

地域福祉推進計画と整合性を図っておられると把握しております。

最後に、介護保険制度の見直しを国に求めることについての御質問でございます。

介護保険料利用料の負担をどう考えるのかでございますが、介護保険制度は、高齢者介護とい

う課題を社会全体で支えていく仕組みとして創設され、負担と給付の関係が明確な社会保険方式

で運営をされています。そのため、被保険者の方には、所得等の状況に応じて保険料を御負担い

ただき、サービスを利用される方からは、負担割合に応じた利用料を御負担いただいているわけ

でございます。制度創設から２４年が経過し、社会にとってなくてはならない制度となった一方

で、給付費は増加を続けており、それに伴って、第１号被保険者の御負担は今後も増えていくこ

とが見込まれています。介護保険制度は、持続可能なものとするための公費負担の在り方の見直

しについては、全国町村会の継続的に要請活動を行っているところですので、今後も、そちらで

の要請を続けていくことを考えております。以上、答弁といたします。
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○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 答弁をいただきました。まず、１点目、サービスの提供基盤の整

備ですが、会見地区のデイサービスが閉鎖された理由に、連合長は、いわゆる稼働率が低下して

いる、利用者の減だというふうにおっしゃっています。と同時に、このサービスについては、住

所地を限定するものではないので、近隣のとこへ行ってもらったらいいと、移動距離が長くなる

けれども、大きな影響はないのではないか、こういうふうに答弁されたわけですけれども、連合

長、会見地区の方々がどういうことを言ってるかというと、旧町でいえば会見町ですよね。今、

全国的に見ても、３００近い町村で、その事業所、介護保険の制度はつくって保険料は集めてい

るんだけれども、その地域での事業所が閉鎖されてしまった。コロナの後利用者増が望めなくっ

て、そういうところが至るところ出てきているわけですね。その理由に、いわゆる、成り立たな

い、介護報酬が低くて成り立たないっていうのが大きな一つ。もう一つ言われているのが、介護

する人が足りないので事業所開くことができないって、こういうふうに報道されているわけです

よ。それで、今回も稼働率の低下だっておっしゃるんですけれども、どれだけの方が利用してい

て、どれだけの方が新たに、会見の事業所を使っていたところから、米子に何人、町内に何人利

用が決まったということを聞いていらっしゃるでしょうか。もし、連合長が分からなければ、事

務局分かりますか。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。まず、いこい荘のデイのことだと思ってお

答えをしますけれども、稼働率の低下という部分でお答えをしますと、平成２２年頃の利用者数

は６０名弱という時代がございました。これが平成２７年に５０人を切りまして、令和の２年に

は４０人を切るという状況になりまして、直近の状況、やめられる前の頃になりますと、２０２

３年の２月に３０人を切っております。その当時の２０２３年１２月の時点で御利用になってい

た方が３０人おられまして、この方々が令和６年の６月時点でどこのサービスを使っておられる

のかということを調べましたところ、南部町内のデイサービスに移られた方が２３人、それから、

通所リハビリ、南部町内の通所リハビリに移られた方がお一人、米子市の通所介護に行かれた方

がお一人、それから、特別養護老人ホームに入所された方がお二人、老人保健施設に入られた方

がお一人、亡くなられた方がお一人、それから、もう一人データがない方というのがあるんです

が、こちらは、介護サービスを現在利用されておられない方だと思います。以上でございます。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 連合長、確かに、先ほどの事務局から見たら、平成２２年から比
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べたら半分に減ってきているっていうのがあるんですけれども、これっていうのは、広域連合の

決算とか見て、人数を見る限り、一定時点でデイサービスの方が半分に減るっていうのは、全体

を見たときにそういうふうに減ってないわけですよね、全体を見たときに。ここの事業所が減る

っていうことはあるかもしれませんが、全体的に見て利用者が減ってるということにはならない

のではないかと思うんですけれども、それは、例えていえば、会見地区の方々が、利用者そのも

のが減ってきて認定された人が減ってきているのか、それとも、この６０人いた方々がどっか町

外に利用されたりしているのかっていうことについては、この減ってくる数についてはどうなん

ですか。会見地域で見た場合は、これだけの数が減ってきているっていうふうに見るわけですか。

その辺はどうなんですか。

○議長（勝部 俊徳君） 吾郷事務局長。

○事務局長（吾郷あきこ君） 事務局長でございます。高齢者がサービスを使われているものです

から、それぞれの御事情により、ずっとサービスを使い続けておられるというものではないと思

いますし、入所をされたり、亡くなられたりといったようなことで、随時入替えがありながら進

んできているのではないかと思います。

最近の状況でいいますと、通所介護には行きたくない、好まないという方が増えていて、元気

になりたいという希望で、通所リハビリのほうを希望される方が増えてきているようだというこ

とはお聞きをしております。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） あのね、例えば、こういうことがありました。うちの近所で、最

近病院から退院してきて、ケアマネジャーさんに組んでもらって、週５日間どうするかっていう

ので、在宅で２日間、デイサービス２、入浴週２回、この入浴で週２回が町内でできなくって、

米子まで行かないといけなくなった。そのときに、近所の方が、なぜ福祉が充実しているという

町で入浴するといったら米子まで行かんといけないのかと、まだ近くだったらいいですよ、向こ

うの天津とかニュータウンだったらいいけど、これ、法勝寺から行くわけですよね。これは足り

ないのではないかというふうに指摘されたんですね。

これ、連合長どう思いますか。確かに私は、そのときに会見でサービスがなくなるということ

は、町内で一つなくなって旧会見町の場所になくなってしまうような、住民から見たら不安だと。

住民から見たら、会見の方は、南部町でいえば西伯が２か所あるから、もしなくすとしても、西

伯から１つなくすんかなと、会見に置いといてくれるんじゃないかと思ったって言うんですね。

それを見たときに、私は、このサービス提供基盤の整備というのが、町だけじゃなくて、介護保
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険を運営している広域連合にあるとするのであれば、この閉鎖する時点で、その事業者との相談

等によって、その地域で事業所が運営できていけるような対策と、いわゆる広域連合や自治体で

の支援策っていうのを考えることができなかったのかというのを思うわけですよ。

と同時に、それがどうなのかという点と、私は、稼働率の低下だけではなくて、一番大きな原

因は、新聞でもよく書かれている、もう人員が足りなくって介護保険事業そのものが人を集めな

ければ事業者の申請ができていかない、そういうとこがあるのではないかと思ってるんですよ。

それぐらい人が足りないのではないかとなったときに、ここも目を塞ぐことできんわけですよね。

だって、人口が減っていく中で、保険料を集めていく介護保険事業がどうしたらサービスに応え

ていくことができるかっていうことを考えていかないといけないから、直ちに稼働率が低下して

るんで閉鎖するっていうことになったら、地域のことも考えずにやっていくというのは、これは、

事業者である保険者や市町村の取ることではないのではないかと思うんですね。

そういう点でいえば、私は、この一つのサービスの事業所の閉鎖ですけれども、ここらから見

えてくる問題点っていうのがあるんではないかと思うんですよ。１つは、人がいなかったのでは

ないかという問題と、やはり地域に、だって、目標が地域に根差した取組をやっていくって言っ

てるんですからね、地域共生社会で。ここを外したら、本来の目的達成できないんではないかと

思うんですが、連合長、どんなふうにお考えですか。残す方法としていろいろ考えられなかった

わけですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。具体的な南部町の話で恐縮ですけども、私も地域の

皆さんとお話しする会の中で、御質問として承ったのが、最初のこの話でした。そこで皆さんが

おっしゃるのは、元気なお方ですんで、自分が通っているわけでもないけれども、自分たちが高

齢になったときにはそこに行くつもりでいたのが、なくなるのは寂しいと。寂しいという、その

訴えだったわけです。こういうお話を３人の方からされました。寂しいという、その気持ちはよ

く分かります。しかし、言ってみれば、南部町の中心的から半径５キロのコンパスでぐるっと回

すと入るんですわ、みんながそこの中に入る。ですから、そんなにとんでもない位置に皆さんの

サービスの場所を移すといったものではないわけで、先ほど真壁議員もおっしゃったように、サ

ービスを提供する側の人間というのが、いわゆる、介護福祉士が非常に供給困難だということが

原因だと、事業者のほうは言っております。サービスの受ける人も少なくなる中で、何とか１か

所に集めてサービスを提供していくためには、やり方を変えなければならないといった訴えでご

ざいました。
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数が多ければ多いだけいいことはいいとは思いますけれども、そういう訴えもあれば、これは、

サービスを継続するためにはやむを得ないという判断の中から、この事業を１か所にするという

ことに進められたものと認識しております。この辺りのところは、御理解いただくしかないだろ

うなと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） サービス提供基盤の整備を問うているのは、私は、今、会見地区

のデイサービスのことを一つの例に出しているんですけれども、今の状況を見とったら、決して

これだけでは済まないという問題が出てくるわけですよね、そう思いませんか。例えば、どうい

うことが起こったか、大木屋で、大木屋におられた方が希望としてキーパーソンなんかが自分の

家でしたいし、本人も嫌だと言ってるんだけれども、事業所に言ったら、とてもじゃないけども

ここまでデイサービスは来れない、大木屋まで。施設に入ってもらうしかないよって言うわけで

すよね。これって、連合長が言う５キロ圏内以上のところですよね。そういうところが、この広

域連合内では、日吉津村をのけて伯耆町にも南部町にも存在するわけですよ。そこが、ただ人が

少なくなったので、利用するもんが少なくなったので閉じていくんだって済む問題かっていうこ

とですよね。今の問題は、そういうふうにしているから住民が納得できないのであって、寂しい

からという感情的な問題ではなくって、やすやすとそういうふうに事業所を閉鎖していくことを

認めていいのですかということを言ってるんじゃないかと私は思ってるんですよ。

例えば、日南町なんかでは、ホームヘルプサービスをしようと思ったら遠いですよね、距離が

ある。これについては、町では、一定何らかの補助をしていくということも考えているわけです

よね。少なくても、広域連合の中でも今後こういうデイサービスやホームヘルプサービスを続け

ていくためには、人手不足を解消していく、それと、介護報酬が少ないということを国に言って

いかないといけないんですけれども、それを埋めていくような取組が広域連合でできなければ、

相談して市町村、町村の課題になっていくのではないか、そういう捉え方をしなければ、これ、

いよいよいけんかったら、溝口のほうの分も閉鎖してしまうのかしらんっていうことになってき

ますよね。それは、町村の考え方だっていうことになるかもしれませんが。そういうところで、

この会見のデイサービスの閉鎖が起こっているわけなんですよ。そういうふうに捉えるべきでは

ありませんか。

安心の提供というのであれば、こういう事態があったけれど、今後どんなふうに考えていこう

としてるっていう発信しなければ、それは理解してもらいたいとか言って、町の努力が見えない

中で言われても住民は納得できないんですよ。そういうことも、保険者である広域連合が考えて
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いかなければいけないというのが、法に基づいたサービス基盤の提供をしていくということでは

ないんですか、連合長。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。まさに今、訪問介護というものは、報酬が下がって、

町内の事業所も非常にあえいでおられます。これは、各構成町村の中でも課題になっていること

だろうと思っています。その中で補助を提供してでもそのサービスを提供するのかどうかといっ

たことについては、これは各町村の中でお考えいただくことだろうと思っています。

また、もう一方では、大木屋の極端な話もありましたけれども、一つ一つの御事情だとかお考

えもあると思いますので、できるだけ御希望には沿うようなサービス提供も必要ですけれども、

一定のサービス提供事業者の、やはり生き残りをかけた運営方法ということもやはり認識せない

けんなと、このように思っています。一人一人が自分らしく暮らしを守っていくということに全

力で各町村は取り組まなくてはなりませんけれども、全てが全部提供できるサービスがあるのか

というと、これは非常に難しいところもあろうと思いますので、うまくその辺を調整しながら、

住民の皆さんの御希望にできるだけ沿えるような方法を模索していくといったことを、各町村、

構成町村で考えていただくと、こういうことに尽きると思います。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 今のはちょっと抽象的でよく分からないんですけど、具体的には、

サービス提供基盤の整備というのは、保険者である広域連合にもその責務を担っていると、こう

いうふうに理解していいわけですね。だからこそ、広域連合が、保険者としてのリーダーシップ

を取りながら、３町村の中でその対策を考えていきたいというふうに捉えていいのですかという

問題、町村に投げ出すわけではないですねということですね。それ、どうですか。いつもすると

きには、広域連合に言ったら町村だって、町村に言ったら広域連合だって、困るので、少なくと

も、法の成り立ちとしては、保険者が一義的な責任を持つということを書いてありますが、それ

でいいのですねということの確認と、おっしゃるように、第一義的には国に責任があると思って

います。介護報酬の引下げなんかとんでもない。ここで、いわゆるホームヘルプサービスとかで

きなくなってきてますからね。とすれば、広域連合や町村が、こぞって国に抗議して元に戻せっ

ていうことと同時に、そのできない分、なかなか予算も大変ですけれども、ここをやっていくと

いって言っている以上は、やはり、何らかの、各町村が一般財源などを投じながらも、このサー

ビス提供基盤を維持していくということを３町村で話し合っていただきたいと思うんですが、い

かがでしょうか。
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○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。広域連合としてやるのは、そのサービス提供量だと

かを把握しながら、各町村の実態を調査することでございますけれども、今の訪問介護の問題と

いうのは、ホームヘルプのサービスについては、これは社会問題だと思っています。各町村がそ

のサービスをやはり残すべきだということであれば、これは、その各町村の中で判断される必要

があろうと思っています。

ちなみに、南部町の場合だと、その実態のサービスを提供する、ホームヘルプする方の年齢が、

もう７０代の方が中心になっているわけです。若い人にそのサービスをすると、それでは私はや

めると。いわゆる、若い人であれば、２人で行ってお年寄り１人をお世話するような環境でなけ

れば、御自宅の中にまで上がってサービスはしないといったような、その社会の変容もあろうと

思っています。そういう実態も十分に勘案しながらそのサービスを維持する必要があるというこ

とであれば、やはり、各町村がそれに対する補助というものを考えなければいけないだろうなと

思っています。もちろん、国に対しては、このホームヘルプ事業というものの重要性は問いなが

ら、在宅福祉を望むんであれば、もう少し単価面で、潤沢な単価面を設定しなければ続かないと

いったことは言っていかなければなりませんけれども、現実的に、この構成町村の中でも補助制

度を上げているところもあるという具合に聞いてますので、各町村でまずは取り組んでいただき

たいと、こう思っています。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） いつもそこで、まずは町村で取り組んでいただきたいっていう、

広域連合できたら、もう町村の責任になっちゃうんですけども、ホームヘルプサービスも、要支

援１を除いたら、総合事業でやっているし、要介護になったら、全部保険の仕事やないですか。

保険者は保険料を取っておいて、町村で考えてくれっていって、物進みませんよ。だから、広域

連合の弊害って、私はそこにあると思ってるんですよ。どちらがリーダーシップを取るのか、ど

っちも、広域連合長も町長も兼ねてるんですからね、その辺は人ごとみたいに言わないで、やは

り、何らかの形、一般財源を投じての視野じゃないと、介護保険ではやりにくいんですよ、負担

増になってきますから。そこを、ホームヘルプサービスが必要なのかどうか、町村で判断しろっ

ていったら、地域共生社会が成り立ちますか、中山間で。そういう腹くくってほしいですわ。そ

れをしないといけない、だったら、そこにお金を投じるにはどうしたらいいか、事業者と話して、

事業者はこれぐらいの支援があったらできるんだっていうところも詰めていきながらやっていか

ないと、事業者を潰しても困るわけですが。そういうところを、国に、単価の引上げと同時に、

－２７－



町村と広域連合が、広域連合、私は広域連合だから事業言ってるんですけれども、そこがそうい

う方針を出しながら町村とどうするかっていうのを図っていかなければ、介護保険制度自体が成

り立たないんじゃないかと、これ指摘しておきます。

それと、今回の委員会の中でも出てきて、去年もそうなんで、前回もそうなんですけども、い

わゆる循環型ってありますね、２４時間の。これは、今回８人が利用しているって言ってました

っけ、６人でしたっけ。その利用をしている方がいらっしゃるんだけれども、町内で、広域連合

内では提供する施設がないわけなんで、提供する事業者がいないわけですよ。それは、都市部じ

ゃないと難しいって言うんですけれども、これも、そうしたら中山間地を抱えたところで地域共

生社会をどうつくっていくか。一番最初に介護保険事業を進められた方々がおっしゃったのは、

域内の雇用も実現できるって、こう言ってきたわけですよね。だったら、そういうことができる

ような単価設定と、やはり町村に対する、いわゆる増ですよね、そういうところを国に求めてい

きながら、制度として成り立つことを言っていただかないと、地域共生社会と幾ら住民に言って

も住民は動きませんよ。そういうことをしっかりと話していきながら、決して町村にと逃げるだ

けではなくって、広域連合を、介護保険を運営する事業者としてどうするのかということをまた

聞きたいと思いますから、その辺を考えていただきたいと思います。

次の、低所得者の負担軽減をどう図るかです。これは、今日配っていただきました参考資料の

所得段階別、特定入所者介護サービス費利用って書いてある中の１番の所得段階別の要介護認定

者と受給者数、これは、大学の先生なんかも以前から指摘しているように、所得と認定率につい

てはやっぱり関連があると言っているわけですよね。この域内で見ても、広域連合内でも、例え

ば、第１段階でいえば、認定率が４⒌５％です。先ほどおっしゃったように、介護保険を受けた

ら、税の恩恵もあるっていうようなことを言いますが、実数として、いわゆる４割、４５％の方

が認定されるということは、何らかの形で介護が必要な方々が出てきているということが、やは

り低所得者に多いっていうことが見えてきているわけですよね。国もこのことが分かっていて、

介護保険料を、例えば低所得者についてはちょっと補助をしたり、補足給付とかあるんですけど

も、この一番大変なのが、こういうところ、中山間地域や低所得者を抱えたところの広域連合の

運営って非常に厳しくなってくると思うんです。ただ、持っている以上は、私は介護保険だけで

済まないと思うからこれを先上げてきてるんですけれども、この生活保護や、第１段階、第２段

階での認定率が高いこと、それで、この方々がどのようなサービスを受けているのかっていうこ

とを、やっぱり調べてみる必要があるのではないかというふうに思うんですね。受給率が８９％、

８７％、あとの十何％の方は病院に行っているから大丈夫なのか、それとも、お金がなくて受け
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れないという、利用料が払えないという現状があるのではないかということを調べる必要がある

とは思いませんか、連合長。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。私も、これを見るたんびに、確かにおっしゃるとお

り低所得者層に多い。このことがどういうことを表しているのかっていったことは、単純に収入

が少ない人が介護の必要性があると本当に見ていいのかどうかっていったことを、常に頭の中で

堂々巡りを繰り返します。いわゆる、所得の低い皆さんの、なぜそうなったのかといったことも

含めながら、いろいろな社会的な背景といったものがきっとあるんだろうと思っています。持っ

ておられる社会的な背景、または、個人的な医療上の問題や身体上の問題、そういったものが複

合的にここにかみ合った結果であって、これに対して一義的にこれをすぱっとこう切って、これ

だからこうだというふうに判断するだけの力は、私にはございません。人数的に多いということ

だけは認識しております。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 多くの住民は、役場に職員がおって、公務員がおるということは、

そういう課題、数字が出てきた、その数字をどう分析して住民の暮らしをよくしていくかってい

うことをしっかり考えてもらうために、私は公務員がいるんじゃないかと思っているんですよ。

公務員の方々が専門家とかに力を借りて、この数字をどう分析して、広域連合ではどういうこと

を強化していけばいいのかっていうことが出るんじゃないかと思うんですよ。

例えば、連合長、地域共生社会について、総合支援事業で介護なくってもお互い支えながら住

めるようにっていって、南部町では百歳体操をしてますよね。最初の６か月間はお金払わなくて

済む。ただし、使う器具は全部自己負担ですよ。それから、時期が過ぎたら、スポｎｅｔがいつ

も来ますよって、１人３００円払わないといけないんですよ。お金かかってるじゃないですか。

健康のために気をつけましょうといっても、そっち制度でそんな見るわけないから、スポｎｅｔ

に通おうと思ったら、スポｎｅｔにお金かかるじゃないですか。だから、えてして健康に気をつ

けて、食事に気をつけて、食べる物に気をつけて、時間とお金のゆとりのある方がそういうこと

ができるって、これ、もう社会の常識ではありませんか。それを考えたときに、７０過ぎても７

５過ぎても、年金が低くって、働かなくてはならないっていうのが私たちの周りにいっぱいある

現状なんですよ。その方々が働きに働いて働いて体をしんどくして、低所得者の中で、例えば、

百歳体操にも行けずに介護が必要になってくるという状況も、もう、連合長も含めて、職員も想

像できるじゃないですか。そのときに何するかというと、だとすれば、低所得者の方々も介護に
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気をつけてもらえるように、お金がかからないでそこを底上げするようなことを考えていくとか、

そういうことをするんだったらいいんですけども、全部市場原理に乗っけているから、スポｎｅ

ｔ使うにもお金が要るんですよ。そういう現状を何とかしていくということを考えろと言ってい

るのが、この数字じゃないかと私は思うんですけども、どうですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。所得の低い方が今おっしゃったような状況で暮らし

ておられるということは、私も認識しております。その中で、どのようなサービスを行政が、各

構成町村が支援しながらその方たちをお支えするのかと、これは、各市町村がサービスとして考

えていくことだろうと思っています。今、南部町の事例をおっしゃいましたけれども、そういう

３００円という価格がなかなかできないということであれば、その実態を十分把握しながら、そ

の状況をよい方向に導くように、南部町としては頑張っていかなくちゃいけないと思っています

し、各構成町村それぞれにそういう課題があるだろうと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 広域連合の中で、委員会でも審査してきましたが、総合支援事業

とか社会福祉事業っていうのがあって、予算がついているわけなんですよ。その予算っていうの

は、全体の三十何億からみたらごく微々たるもんですよね。もう、ほとんどが介護保険事業に使

っていて、一番大事と言われて、基本方針に掲げている地域共生社会をつくっていくという土台

になる総合事業とか福祉事業って、本当お粗末な金額なんですね。そのお粗末な金額なんですけ

れども、そのことの中で、言ってみたら、連合長は１⒎９倍って、認定率が低いのは取り組んで

きたからだって言うわけでしょう。とてもとても、数字と中身見とって、そんなの私思えないん

ですよ。例えば、これも自分とこの町のことを出してあれですけども、南部町に出てきている福

祉事業でいえば、１７０万お金出てきてるんですね。それで事業をやってるやないかって言いま

すけど、そのうち１４０万っていうのは、西町の郷の運営事業に使ってるんですよ。そういう中

で、認定率が低くなって、みんな健康であるから認定率が低くなるのっていうのは、申し訳ない

ですけども、南部町だけではなく、伯耆町見ても、日吉津村見ても、そういうことが言えるエビ

デンスっていうのはないと私は思うんですね。

そういうことを考えたときに、本当に地域共生社会で住民に協力してもらって、ボランティア

や助け合いでしていくというのであれば、根本である町村の事業と広域連合、公費のかかってい

るところが、しっかりと住民の福祉や介護に責任を持ちますよという、こういう発信をしなけれ

ば、誰もボランティアなんかしてくれないと私は思っているんですよ。そういう意味では、広域
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連合と町村の責任を果たしながら、低所得者対策としてこれだけ低所得者に介護認定率が高く上

がってるっていうところ、専門家にでも分析等をしてもらいながら、公的な施策としてどういう

ことをやっていくことがいいのかっていうことを、広域連合と町村と話し合って取り組んでいた

だきたいが、いかがでしょうか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。各構成町村の中で、私は、この中でセーフティーネ

ットとしてどのようなことをやっていくのかっていったことは、先ほど申し上げましたように、

各構成町村が考えていくことだろうと思っています。もし、こういう問題がどっかのコンサルタ

ントやどっかの研究機関に頼めば分かるとおっしゃいましたけども、まずは、きちんとセーフテ

ィーネットが働いているかどうか、今、真壁議員は、３００円が払えなくてそこにも行けない人

たちがいるんだと、そういう人たちをどうお支えするのかというのは、基礎自治体じゃないとな

かなか分からないことだろうと思っています。そういうところにしっかりと目をやりながら、き

ちんと福祉のセーフティーネットが働いているかどうか、そういう課題に対して向き合う、各構

成町村としてする必要があるだろうと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） ぜひとも、取り組んでいただきたい。特に、いわゆる格差の拡大

って言われて久しいですよね。それが、都会だけではなく町村にも起こってきている問題だとい

うふうに私は認識しています。それぐらい、年金をもらって、以前のように年金でどっか外国旅

行に行こうかっていうようなことで、年金もらってもなかなかそれだけで生活できなくって働い

ている方がほとんどです。そういうことを考えたときに、この格差是正の中で、低所得者対策ど

う取っていくのかっていうのは、やっぱり第一義的な、公的な仕事になってくると思いますので、

保険制度だと言いながら、広域連合の中では位置づけて介護保険料をもらっているんですからね、

その方々からも。その対策は取っていただきたいというふうに思います。

次に、質問は、老人福祉法と介護保険法についての認識を問うっていうことなんですけれども、

以前から思っていますのは、介護保険の広域連合の中で、なかなか町村が行う老人福祉に全ての

責任を持つということを幾ら向けても、なかなか無理だなっていうのも、もう性格上出てきます

よね。例えば、今回、介護保険の利用者の中で、１人だけ介護保険料が払えなくって、いろいろ

話合いの結果、３割負担でサービスを受けているっていう方も出てきました。数名の方が、介護

保険の、いわゆるサービス停止になりますよっていう方も出てきているわけですね。これはなぜ

かというと、保険を払わないと使えないからです。これが、介護保険で決めた保険制度の中での
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提供ですよね。

ところが、老人福祉法には、いわゆる、町村の責任で措置制度というのが残されているわけで

すよね。それを介護保険制度と老人福祉法の措置制度がやっぱりなければ、セーフティーネット

と言いますが、セーフティーネットの考え方というのは、言ってみれば、いわゆる老人福祉法で

すよ、だと思うんですけども、その辺の位置づけというのは、広域連合の中でも、町村と話し合

ってしっかりとしているのでしょうか。中には、老人福祉法に基づいて、老人福祉計画を立てる

ということが法律に定められていますけれども、例えば、先ほど言った日吉津でしたっけ、日吉

津、伯耆町については、老人福祉法の中で位置づけられて、高齢者福祉法とかありますが、南部

町で言えば、地域福祉計画の中に入っているって、こうおっしゃるわけですよね。これでは、い

わゆる保険としての、広域連合として、介護保険としての中でのサービス提供はできますが、介

護保険をなかなか恩恵にあずかれない方々ですよね、そういう方々についてはどうするのかって

いうところでの社会福祉法での位置づけの措置制度というのが位置づけられてこないといけない

と思うんですが、それは広域連合でどう見てますか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。どう見ておられますかって言われましたけれども、

３構成自治体のうち、それが該当するのは南部町だけですんで、南部町の事案として、地域福祉

推進計画では不十分だという御指摘だろうと思っています。もし、そういうことであれば、これ

は南部町長としての考えですけれども、南部町長としても補完するような仕掛けを考えなければ

ならないだろうと、不十分な点は是正する必要があるだろうと、こう思っているところです。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 不十分な点というか、広域連合で介護保険を運営している中で、

どうしても介護保険だけでは見られないところっていうのが出てくるわけですよね、そうじゃな

いんですか。介護保険は、そもそも互助制度だって、こう言ってますよね。その中に、国がどう

して措置制度を残してきているのかっていうところの、これが広域連合といえ、３町村の自治体

の人たちがつくっているんですから、その位置づけっていうのは、やはり、首長として持ってお

かなければいけないということでは一致しているっていうことでいいわけですね、３人座ってら

っしゃいますけれども、そういうことですよね。連合長も、必要であればでなくって、本来きち

っとつくらなければ責任が果たせないっていうのではないですが、笑い事じゃないと思うんです

が、いかがですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。
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○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。真壁議員が今おっしゃっているのは、私も先ほど、

南部町としてはと言いましたように、ここの広域連合の議会の中では広域連合のサービスのこと

でございますので、これは、それはそれでサービスの提供と、そのサービスの内容については御

理解をいただいていると思っています。そこから外れた各構成町村の中で、老人福祉をどう考え

ていくのかといったセーフティーネットの問題でございますので、これは各町村が対応しなけれ

ばならない事案だろうと思っています。南部町としても、そのことを真摯に受け止めるのが必要

であれば対応していかなくちゃいけないと、これは当然のことだろうと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 広域連合で聞くのは筋違いではないかと言っているように聞こえ

るんですけれども、私が聞いているのは重々承知しておって、また聞きますけん、一般質問でも。

広域連合で介護保険を運営する責任者として、各町村での介護保険の法と老人福祉法の位置づけ

が、やっぱり、きちんとなされてるっていうことの認識と、その姿勢がなければ、高齢者の福祉

に、介護保険事業も責任を持たれないじゃないかというべき、立つべきではないかというふうに

言っているわけですよ。安易に町村の問題だということでする問題じゃないのではないかという

ことを指摘して、その後は、町村、町の議会でやって、引き続き問うていきたいと思っておりま

す。

次、４点目。介護保険制度の見直しを国に求める。介護保険料・利用料の負担をどう考えてい

るか。これも、今日の本会議の当初でも聞いたんですけれども、やはり、年に２回の介護保険の

場で一般質問に立つときには、圧倒的多数の８割の方々が介護保険料を利用なさっていない方々

ですから、その方々も対象という意味でいえば、いわゆる被保険者で、保険料を払っている方々

なんですね。だから、この声も反映しなければ、介護保険の議会にならないと思って言っていま

す。

例えば、いきいきサロンや百歳体操でどのような話が出てくるか。特に、親御さんを亡くされ

た方々の発言でこういう例が多いんですね。うちのおばあちゃんは、ずっと介護保険を払い続け

てきたと。おかげで１回も使わないで逝ってしまったけれども、せめて、あんなに介護保険料払

ってんねんから、亡くなったときに何か一つの線香代でも出んもんだろうかとおっしゃるんです

ね。決して、線香代を惜しくて言っているわけじゃないんです。言わんとしていることは、一生

懸命介護保険払ったけど、おかげさまで使わなくて済んだけれども、いっぱい払ってきたことに

対して何らか一言あってもいいんじゃないかって、こうおっしゃってるわけですね。私は、なる

ほどと思ったんですよ。この線香代どうのこうのと言うよりはね、一体、彼や彼女の言っている
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ことは何なのかっていうことですよね。これは、１人や２人じゃないんですよ。選挙のときでも

電話でかかってくるんです。介護保険って知らなかったけれども、うちの親亡くなってみたらす

ごい払っておったと。これって払いっ放しで何もないのかって、こう言うわけですね。自分の保

険制度もよく知らない。なぜかというと、徴収されてしまっているから。

そういうときに、私は特に、もう介護保険の中で、そうしたら、被保険者に何か配って余計お

金かかるから、保険料が上がりますよっていうことが、こう返ってくると思うんですけれども、

そういう意味でいえば、この介護保険での課題をどう解決していこうかという点でいえば、特に

中山間地域を抱え、事業所の運営もしんどいというようなところの保険者ほど声を出さないとい

けないんではないかと思っているんですよ。例えば、介護保険料を払うのであれば、認定制度を

なくせとかね。なくしたらいいと思うんですよ。利用したい人たちが申請していきながらやって

いく。それと、抜本的に人件費を引き上げろ、でないともたないよとか、こういうことを言って

いくべきではないかと思うんですね。介護保険料、利用料の負担、住民にしてみたらすごく大変

です。そういうところを、どのようにして介護保険料を抑えながら利用料を抑えることができる

のかっていうようなことを、連合長はどんなふうにお考えですか。

○議長（勝部 俊徳君） 陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。介護保険を持続的なものにするための問題は、もう

山積していると思っています。先ほどの御質問にあったように、誰が介護するのか、社会的な介

護ということで進められたこの介護保険ですけれども、現実に、じゃあ日本の中で、この福祉サ

ービスの受け手になってやろうとする若手はどんどん減ってきているというふうにも聞いていま

すし、行政団体も減っている。今、外国人労働者を使っていこうということを言いながら、介護

保険事業者の中には、海外に進出していこうと。日本人を置いておいて、海外でサービスを提供

しようというような、そういう機運も生まれているという具合に聞いています。

一つの自治体や、それから、このような広域連合の中だけで解決する問題ではないと思ってい

ます。社会的な大きな課題になろうと思ってますので、必要な事例につきましては、先ほども壇

上で申し上げましたように、各首長が全国組織の中で物を言い、改善を図るということしかない

だろうと思っていますので、心してこれかかろうと思っています。

○議長（勝部 俊徳君） ８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 連合長も何とかしないといけないと思っていると思うんですが、

政府に対して、国費の投入増を求めていくということは、もちろんなさっていくということ。

それから、抜本的な制度の見直しも、各首長さんたちと相談しながらこの声を上げていただき
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たい。保険料、利用料の負担について言えば、端的に言えば、よその町を出して、よその町から

お叱りを受けたらいけないんですけども、例えば、日南町を見たら、認定率２⒉何％ですよ。保

険料はうちより安い。恐らく、何らかの形で一般財源の投与等をなさっているんじゃないかと思

うんですけれども、やはり、そういう、本来は国自身がもっと出さないといけないことっていう

のは、これは共通の認識だと思うんですけれども、防波堤とならないといけない地方自治体とす

れば、広域連合とすれば、この保険料等についてでも、各町村と相談しながら、次回、次回どう

なるか分からないんですけれども、その負担軽減の方法を今から考えていっておかなければ、ど

うしても、今六千幾らでしょう、下がっているんですけども、予定から見たら１０期ですか、１

１期、０００円ぐらいになりますよね、厚生労働省言っているじゃないですか。とてももたな

い、それでは。そういうことを考えていただきたいが、一つどうか。

それと、もう一つは、やはり、介護保険制度の見直しを国に求めるんだけれども、この町、中

山間地でやろうと思えば、どうしてもやっている事業者への補助が必要になってくるんじゃない

か。それも考えてないといけないことじゃないでしょうか。例えば、ホームヘルプサービス、介

護、訪問介護、２４時間にしても、どうしたって事業所ができないのは、単価が低いし人もいな

いっていうことは、単価が低いという点でいえば、町村が、やっぱり何らかの形で補助制度をつ

くっていく。ここがなくなったら困りますからね。そういうことを考えていくということ。人が

いないという点でいえば、連合長は、介護の仕事をするという人が少ないと言うんですけども、

近所におられた方、非常にやんちゃな方が、自分はこの仕事が合っていると言われたことがあり

ました。もう抜本的に報酬を引き上げて、人が人を介護することのすばらしさを感じ取れるよう

な発信と報酬の引上げに努めていただきたいということを申しまして、答弁ももらいたいんです

けども、いかがでしょうか。

○議長（勝部 俊徳君） 簡単に答弁してください。

陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長です。先ほどからの答弁も当たってきましたけれども、一

番、やはり厳しいのは、３０年間デフレ構造が続いた、その中で介護保険が生まれ進んできまし

た。今、インフレの兆候が見られる中で、これからの日本の中で、介護保険が始まって、初めて

インフレが襲ってくると思います。この中で、やはり年金生活をしている皆さん、特に高齢者の

皆さんの生活実態、本当に厳しくなると思っています。そういうことと併せながら、必要なサー

ビスは何なのか、どうするべきなのかといったことを、構成町村と十分に相談しながら、さらに

は、やはり、働いている皆さんの給与がきちんと上がるということや、年金に反映するというこ
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と、そういうことをしながらここまで続いてきた介護保険をさらに次世代に続くためには、国の

一定の関与という、さらなる関与というものが必要だろうと思いますので、その辺りについては

同じ気持ちでおりますので、これからも国に対して申し述べていきたいと思っています。以上で

す。

○議員（８番 真壁 容子君） 終わります。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、以上で、８番、真壁容子議員の一般質問は終わります。

これをもちまして、通告のありました一般質問は終結いたします。

・ ・

日程第９ 議案第１３号

○議長（勝部 俊徳君） それでは、次に、日程第９、議案第１３号、令和５年度南部箕蚊屋広域

連合一般会計歳入歳出決算の認定につきましてを議題といたします。

これにつきましては、付託しております総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 総務民生常任委員長、乾でございます。

付託されました議案第１３号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついては、総務民生常任委員会をもって審査の結果、賛成多数で認定とすべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会

に付託しておりましたので、質疑は省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の討論を求めます。

８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 令和５年度の一般会計歳入歳出決算について、反対をいたします。

理由は、毎回、この一般会計の決算で言っていることは、広域連合の是非についてです。今回、

令和５年度の決算規模は、３町村で約５億０００万円の一般会計の決算の金額が出ています。

この中には、例えば、特別会計への繰り出しが一番大きく、事務費等が上がっていて、それぞれ

の３町村から職員が出てきて運営してくださっているんですけれども、第５期あたりから、地域

包括ケアの推進が出てきてから、やはり、介護保険の中でも介護保険の事業ですね、保険屋とし

ての事業以外に、この保険をいかに費用を少なくするのかということで、地域へのまちづくりや

地域での福祉施策っていうところが大々的に出てくるようになりました。５、６、７、８、９と、

５回のいわゆる保険料の改定の事業計画のときにも、それがますます色濃くなってくるわけです

よね。その時点で３町村で広域連合を組んで、パイが大きいといって数字を一つにしているけれ
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ども、果たして、それで地域のいわゆる共生社会とか地域づくり、包括ケアについて円滑にいく

のかという点でいえば、私は、介護保険事業も、やっぱり町村の中であとの福祉や医療と一緒に

考えていくことのほうがまちづくりとしては貢献していけるのではないかというふうに思ってい

るわけです。

それで、パイが大きいからいいという点については、これは、全国町村を見ても、そういうこ

とを一概には言えないのではないかというふうに思っています。とりわけ、こういうふうにほか

に１日使って、１日じゃ足りないと思うんですけど、使って、３町村長が集まってこういうふう

に広域議会を開いていく問題やら派遣費の問題等を考えたら、私はもう、これからの地域共生社

会を見据えるという点でいえば、広域連合の解散もあり得るのではないかというふうに考えてい

るわけです。そういう点から見たら、決して既成事実だけではなくって、よりよい方向でこの介

護保険を進めていくにはどうしたらいいかということを考える時期に来ているのではないかとい

うふうに考えています。

そういう立場から、広域連合の一般会計には、反対いたします。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、次に、原案を認定することについて賛成の議員の討論を求め

ます。

９番、細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） ９番、細田です。この議案第１３号につきましては、賛成の立場

から討論させていただきます。

介護保険始まって２４年、８期がやっと終わった最終年度の今回の決算認定でございます。今

言われましたように、介護保険、広域連合、やっぱり一番最初は財源の問題でございました。こ

の分母をしっかりあった上でいろんなサービスをするためのこの一般会計です。いろいろありま

したが、地域包括ケア、共生社会ですが、総合事業とか福祉事業とか、そんなのを市町村が行う

べきだと言われましたが、これは介護保険制度を活用しながらこれができる大きな大本の介護保

険でございますので、これは、今も順々と各市町村もこの制度を活用しながら地域福祉に従事す

るよう邁進しておりますので、この一般会計１３号は、賛成いたします。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、次に、原案を認定することについて反対の方の発言を許しま

す。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 続いて、原案について認定することについて賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕
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○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第１３号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につき

まして、採決をいたします。

議案第１３号は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立多数でございます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。

・ ・

日程第１０ 議案第１４号

○議長（勝部 俊徳君） 次に、日程第１０、議案第１４号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第１４号、令和５年度南部箕蚊屋広

域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については、総務民生常任委員会をもって審査

の結果、賛成多数で認定とすべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会

に付託しておりましたので、質疑は省略とし、これから討論を行います。

まず、原案を認定することについて反対の方の挙手を求めます。

８番、真壁議員。

○議員（８番 真壁 容子君） 令和５年度の介護保険の特別会計に反対します。

反対することの一番は、いわゆる、私たちは今格差が広がっている中で、地方自治体や公のと

ころがする仕事の一番は、公共料金を引き下げて住民の暮らしを応援することだというふうに言

っています。アンケートを取っても、一番多かったのが、介護保険料の引下げっていうのが出て

きました。第一番の反対の理由は、介護保険料を引き下げるということが一番です。

次は、介護保険料というのは、６５歳以上の全ての方々から取っているけれども、利用すると

いうのは、今回の認定率で言えば１⒎９％、１８％、これら全ての方々が利用しているわけでは

ありません。私たちは、本来であれば、予防を気をつけながらも、受けたい人には全て利用した

い介護が行き渡っていくということを目指さないといけないと思うんですが、この１⒎９％が、

本当に今の広域連合の中での認定率が住民の介護が受けたいという実態に合っているのかどうか

というところの検証が必要ではないかというふうに考えています。
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それと、もう一つは、どうしても介護保険事業が、保険屋さんといいながらも、掲げているこ

とが地域包括ケア、地域共生社会の実現という、地域に根差したまちづくりと、そこの中での支

え合いというふうに言っています。介護保険の費用の中でも約０００万近くですか、を出して

いるんですけれども、これが、本当に認定率を下げて地域共生社会に貢献しているのかどうかっ

ていうことも、私は甚だ疑問だというふうに考えています。

そもそも、介護保険の広域連合の中で、この保険事業の数字だけでは語れず、住民の介護や高

齢者の暮らしの向上に向けてどうするかということが本来話されていかなければならないという

ふうに考えるわけです。そういう点から考えたら、こっから来ている数字や認定率の問題から、

本当に介護保険の中で、この中で認定率が下がったのが、みんなが健康でいいことなのかどうか

っていうことを、まず早急に、この１⒎９％の把握を求めていかなければいけないというふうに

考えています。実態に合った介護の提供ができているかどうかっていう点も含めて、再度検討し

なければいけないという立場です。

以上の立場から、反対をいたします。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、続きまして、原案を認定することについて賛成の議員の挙手

を求めます。

９番、細田議員。

○議員（９番 細田 元教君） ９番、細田です。議案第１４号、特別会計、決算認定でございま

すが、第８期の最終年度の今回の議案ですし、決算でございます。本来ならば、１年目黒字、２

年目とんとん、３年目赤字でフラットになるというのが、一番最初の設計でございましたが、今

回は、歳入総額が３４億０００万、歳出総額が３２億９００万、２億のお金がここで黒字にな

りました。いろんなことがあって、コロナ等からいろんなことがありまして利用控えがあったか

どうかは分かりませんけども、そういうことで２億円の金がここで浮いた、浮いたというか黒字

になったと。これは、次回の保険料改定とか次回の予算でどんだけこれらが貢献できるかという

ことは、広域連合の中の皆さん方が頑張ってこられたではないかなと私は思っております。

この制度については、もう２４年もたちました。それぞれ、一人歩きもできそうですけども、

今、真壁議員が言われましたように、この制度を活用しながら、地域共生社会、地域包括ケアを

進める上でも、市町村が総合事業、福祉を推し進めるためにも、この介護保険制度を活用しなが

らこれをやっていくと。認定率が低いと、他町と比べて低いって言われましたけども、これも国

保料とか、いろいろの関連もございます。南部広域では、認定率が低いのは、認定を止めている

わけではございません。手を挙げられた方は、全部、ケアマネと地域包括センターがこれに対し
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て対応もしておりますし、その点は問題ないと思っております。そこには、各市町村のいろんな

保健事業、福祉事業、いろんなのが相まって、例えば百歳体操、いきいきサロン、各市町村いろ

んな事業をやっておられます。これらのことが本当に高齢者が元気で今生活しておられている半

面が私はあるんじゃないかなと思っております。

また、あとは、高齢者人口がだんだんと減るという大きな問題もございますけども、これにつ

いても、それ相応の、だから、要介護４、５がちょっと高いというのは、そういうとこもあろう

と思います。本当に、低所得者対策にも、それぞれの特定だったかな、あんなんできちっとなっ

ておりますし、今回とは、国保税とか、いろんなのに関連して低所得者対策の軽減もされておら

れますので、何だかんだいってやっぱり保険制度でございますので、この制度を活用しながら地

域福祉を推進する大きな介護保険制度でございます。南部箕蚊屋広域連合が、今後も、これに沿

った地域福祉の推進をされることをお願いを申し上げまして、最後の賛成討論とさせていただき

ます。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、次に、原案を認定することに反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 続いて、原案を認定することについて賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第１４号、令和５年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを、採決いたします。

議案第１４号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立多数でございます。よって、本案は、原案のとおり認定されました。

・ ・

日程第１１ 議案第１５号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１１、議案第１５号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補

正予算（第１号）を議題といたします。

本件につきましては、総務民生常任委員会に付託をしておりますので、委員長の報告を求めま

す。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第１５号、令和６年度南部箕蚊屋広
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域連合一般会計補正予算（第１号）は、総務民生常任委員会をもって審査の結果、全会一致で可

決とすべきものと決しました。以上です。

○議長（勝部 俊徳君） 原案のとおりだな。

本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託しておりましたので、質疑

を省略し、これから討論に入ります。

まず、原案に反対の方の発言を許します。

〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を求めます。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第１５号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合一般会計補正予算（第１号）につい

て、これを採決いたします。

議案第１５号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。

・ ・

日程第１２ 議案第１６号

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１２、議案第１６号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

本件は、総務民生常任委員会に付託しておりますので、総務民生常任委員長の報告を求めます。

乾委員長。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 付託されました議案第１６号、令和６年度南部箕蚊屋

広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、総務民生常任委員会をもって審査の結果、

全会一致で可決とすべきものと決しました。

○議長（勝部 俊徳君） 原案のとおりだな。

○総務民生常任委員長（乾 裕君） 原案のとおり、すみません。

○議長（勝部 俊徳君） 本件につきましては、全議員で構成する総務民生常任委員会に付託して

おりましたので、質疑を省略し、これから討論を行います。

まず、原案に反対の方の発言を許します。
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〔反対討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 次に、原案に賛成の方の発言を許します。

〔賛成討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもって討論は終結いたします。

これより、議案第１６号、令和６年度南部箕蚊屋広域連合介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）を採決いたします。

議案第１６号は、委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。

・ ・

日程第１３ 発議案第１号

○議長（勝部 俊徳君） 次に、日程第１３、発議案第１号、議会における地方行政調査について

を議題といたします。

提出者であります山路有議員から御説明をお願いいたします。

５番、山路有議員。

○議員（５番 山路 有君） 自席でよろしいですか。

○議長（勝部 俊徳君） 御自席でどうぞ。

○議員（５番 山路 有君） 発議案第１号、議会における地方行政調査について。南部箕蚊屋

広域連合議会会議規則第１４条の規定により、南部箕蚊屋広域連合議会において、下記の事件に

ついて調査を行うため提出する。令和６年８月２７日提出。提出者、南部箕蚊屋広域連合議会議

員、山路有。賛成者、敬称を略させていただきます。細田元教、真壁容子、乾裕、景山浩、荊尾

芳之、一橋信介、大床桂介、河中博子。次に、１番目として、調査事件、生活支援体制整備に向

けた取組について。２点目、調査地、島根県雲南広域連合管内。３番目、調査期間、令和６年１

１月から令和７年２月までの１日間。４番目として、経費、予算の範囲内。５番目、構成、総務

民生常任委員会を主体とする。以上です。

皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（勝部 俊徳君） それでは、これより質疑に入ります。

〔質疑なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 質疑なしと認め、質疑は終結いたします。
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これから、討論を行います。

〔討論なし〕

○議長（勝部 俊徳君） 討論なしと認め、討論は終結いたします。

これより、発議案第１号、議会における地方行政調査についてを採決いたします。

発議案第１号は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（勝部 俊徳君） 起立全会一致でございます。よって、本案は、原案のとおり可決されま

した。

・ ・

日程第１４ 閉会中の継続調査の申し出について

○議長（勝部 俊徳君） 日程第１４、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。議会運営委員長、山路有委員長から、閉会中に次期定例会の日程等につい

て十分調査を行う必要があると調査申出がありましたので、これを許可することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員長、山路有議員から申出

のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。

・ ・

○議長（勝部 俊徳君） 以上をもちまして、今定例会の会議に付議されました議案は全て議了い

たしました。よって、令和６年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を閉会いたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（勝部 俊徳君） 御異議なしと認めます。

以上をもちまして、令和６年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会を閉会いたします。御苦労

さまでございました。

午後３時２７分閉会
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